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1 ．問題の所在

　教師による生徒間トラブルへの指導や対処は，学校
内の日常的な風景の 1 つである。学級内で生じるトラ
ブルは，教師にとって学級内のよりよい人間関係づく
りの契機である一方で，トラブルへの指導や対処がう
まくなされず，深刻化した際には「学級崩壊」につな
がりかねない不安の種でもある。さらに，それが「い
じめ」へと発展すると，学校／教師はその責任を強く
追及されることとなる。このような「いじめ問題」を
めぐる教師への批判的な言説は，教師にとっても逃れる
ことが困難な「呪縛」にもなっている（伊勢本 2017）。
　さて，2013年に制定された「いじめ防止対策推進法」

（以下，「いじめ防対法」），およびそれに基づく2017年
の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」

（以下，「ガイドライン」）の策定はこうした状況にさら
なる拍車をかけている可能性がある。なぜならそこで
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は，教師がいじめを「正確」に認知・発見することが，
何よりも重要視されているからである。この点につい
て，2018年に文部科学省より通知された「いじめ防止
対策の推進に関する調査結果に基づく勧告を踏まえた
対応について（通知）」では「 1 ．いじめの正確な認知
の推進」の項において，次のように如実に記載されて
いる。「いじめを正確に認知することは，いじめへの対
応の第一歩であり，いじめ防止対策推進法（平成25年
法律第71号。以下『法』という。）が機能する大前提で
ある。また，いじめの認知と対応が適切に行われな
かったために重大な結果を招いた事案がいまだに発生
していることを真摯に受け止める必要がある」（原文マ
マ）。逆に言えば，生徒同士のトラブルを「正確」に認
知・発見できなければ，取り組みの不十分，あるいは

「放置」として問題化され，学校／教師は社会的に厳し
い批判や非難にあうことになる。
　しかしながら，こうした公的な文書や学校／教師を
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問題化する社会的言説で看過されているのは，教師が
生徒間トラブルを「いじめ」として対応しなかった

「過程」にこそある。具体的には，いかなるプロセスを
経て，教師が生徒同士のトラブルに対応したのか，あ
るいは「いじめ」として対応しなかったのかという問
いである。すなわち，公的な文書や社会的な言説の中
で，教師による生徒同士のトラブルへの不十分な取り
組みや「放置」という「結果」が過度に問題化される
ことはあっても，学校／学級の中でいかなるやりとり
を経てその対応がなされたのか，その「過程」をめぐ
る教師側の論理やリアリティは排除されてしまってい
るのである。
　上記の問題意識から，本稿では，中学校におけるエ
スノグラフィーから，生徒間トラブルをめぐる学級内
での生徒指導場面を分析する。この作業から，生徒間
トラブルを「いじめ」として指導しない教師の論理や，

「いじめ」として指導することの困難性について考察を
加えることを目的とする。

2 ．先行研究の検討と本稿の分析視点

2.1．教師と生徒による解釈のせめぎ合いの場としての
生徒間トラブル

　これまで生徒間の人間関係上のトラブルに関する研
究は，主に「いじめ」を中心に研究が行われてきた。
そこでは，森田・清永（1986=1994）による「いじめ
集団の四層構造」論を皮切りに，いじめの理論的な研
究（土井 2008，内藤 2001，2009，竹川 1993など）
や，そのメカニズムの実証的な解明を目指す研究（橋
本 1999，久保田 2004，2013，鈴木 2015，滝 1996）
が中心を占めている1）。
　さて，ここで指摘しておきたいのは，そもそもある
生徒間トラブルが最初から「いじめ」として対応される
わけではないという点である。なぜなら，梅田（2018）
が指摘するように，トラブルをめぐってさまざまな立
場から解釈がなされるプロセスを経た結果，「いじめ」
として認定され，対応がなされていく側面があるから
である。にもかかわらず，これまでは学校現場や教師
の生徒間トラブルをめぐる指導の論理やリアリティは
公的な文書だけでなく先行研究においても十分に明ら
かにされてこなかった。
　こうした問題意識から，近年，公的な言説と教師や
当事者らの語りを対置することで，公的な言説で語ら
れるリアリティとは異なる教師のリアリティを描き出
す構築主義的な研究動向が見られる（北澤 2015，越川 
2017など）。例えば越川（2017）は，教師の主観的解釈
を聴き取ることで，公的に「いじめ」事件として認識

された事件を，学校現場のローカル・リアリティから
トラブル状況を描き直した。この研究において重要な
のは，公的な「いじめ」事件の語りに，当時のトラブ
ル場面を生きた教師の語りを対置させることで，学校
側が「いじめ」事件の社会問題化以前も以降も，「いじ
め問題」として生徒間トラブルに対応していなかった
こと。加えて，被害生徒だけでなく加害生徒にも将来
的な生活を見据えた支援がなされていたことを明らか
にした点である。その上で越川は，教師が「いじめ」
と言われうるような生徒間のトラブル状況をどのよう
に認識し，対応しているのかを記述していく必要性を
指摘している。
　しかしながら，そこで欠けているのは，生徒側のト
ラブルへの認識のあり方やその論理である。知念

（2012）が指摘するように，教師のストラテジーや教育
実践による効果や生徒の学校生活への影響は，生徒側
の解釈や行動に依存する側面を常に孕んでいる2）。そ
のため，ある生徒間のトラブル状況を教師がどのよう
に認識し，どのように対応していったのかという点の
みを描くだけでは，学校現場のリアリティを捉えるに
は不十分である。むしろそこには，教師がトラブルを
学級全体で対処すべき〈問題〉として共有しようとす
る実践（トラブルの〈問題〉化）3） と，それに対する生
徒側の言い分や解釈のせめぎあいが生じる可能性が考
えられよう。つまり，生徒間トラブルをめぐる指導の
場は，教師側の論理と生徒側の論理が交錯する場であ
ると捉えられるのである。そのため，教師側のトラブ
ルへの認識に加え，生徒側の解釈も含めたトラブル場
面の分析が必要である。
　以上を踏まえ本稿の課題は，生徒間トラブルをめぐ
る教師―生徒相互の解釈に注目することで，トラブル
が「いじめ」として指導されなかったプロセスを学校
現場の教師や生徒らのローカルな視点から描き出すこ
とである。

2.2．分析の視点
　そもそも「トラブル」には，最初から当事者らに
とって明確な原因がわかっているものではなく，関係
する人たちにとって「何か良くない」「問題ごと」と
してあいまいに認識される側面がある（Emerson & 
Messinger 1977，Emerson 2015など）。しかしながら，
関係者がその「問題ごと」について語ることで，徐々
に「トラブル」の輪郭が特徴づけられていく。ここで
注目すべきは，誰が「トラブル」について語るかに
よって，その特徴はいかようにも変容しうるという側
面も持ち併せている点である。
　このことを踏まえ白松（2011）は，学級で生じる
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「トラブル」を「異なる価値観や意見の葛藤（ある事象
をめぐる「認識の不一致」）状態」（p. 69）であるとし
ている4）。つまり，学級で生じる「トラブル」とは，そ
れにかかわる生徒や教師による，「トラブル」への意味
づけ方の不一致状態や葛藤状態であるといえるだろう。
　そのため，前節で示した課題を達成するために，本
稿ではトラブルをめぐる教師と生徒の解釈枠組みに着
目する。Goffman（1974）は，人びとの対面的な相互
作用場面において，「ここで起こっているのは何か 」

（p. 8）を問うための基本概念として「フレーム分析」
を提唱した。Goffman は「フレーム」について，「状況
の定義は，様々な出来事（少なくとも社会的な出来事）
を治める組織化の原則とその組織化の原則への主観的
な参与に従う。フレームは私が同定可能な，それらの
基本的な要素を示す言葉である」（pp. 10-11）と述べ
ている。すなわち「フレーム」とは，ある状況に参与
する特定の個人が，目の前の出来事を意味のある経験
として解釈するために準拠する解釈枠組みである，と
理解できよう。
　この視点を，本稿の分析に照らせば，生徒間で生じ
たトラブルに対して，教師がいかなる言語的資源を
もって解釈し，指導にあたるのか。そうした指導に対
して，生徒らは自分たちの言動をいかなる解釈枠組み
によって意味づけるのか。教師と生徒がいかにしてト
ラブル状況での経験を組織化するのかを分析していく
こととなるだろう。
　さて，ここで指摘しておきたいのは，教師や生徒の
意味づけや語っていることが必ずしも「真実」である
とは限らないことである。なぜなら，「いじめである」
と認識しながら「いじめではない」と語ることも可能
であるし，その逆もまた然りといえるからである。そ
もそも，彼らが語っていることが真実か否かを議論す
ることが本稿の主眼にあるわけではない。それよりも，
トラブルをどのような言語的資源で意味づけ，それに
よってどのような現実を立ち上げようとするのか。教
師―生徒間のトラブルをめぐる解釈のせめぎあいを描
き出すことが本稿の主眼なのである。
　それでは，次節で本稿が行った調査と本稿で対象と
する生徒間トラブルの事例に関する概要を述べた後，
実際に分析を行っていこう。

3 ．研究方法と対象事例の概要

3.1．調査の概要
　筆者は，2016年 5 月から2017年 3 月まで，中国地方
に拠点を構える，公立の X 中学校でフィールドワーク
を行った5）。フィールドには，筆者の知り合いで，教

職歴約30年のベテラン教師である山本先生（仮名）の
紹介を通じて参入した。調査に際して，学校長や先生，
生徒に調査目的を説明し，許可を得たうえで参与観察
を行った。本稿の対象クラスは，山本先生が担任を務
める 1 年 Y 組である。男子は15名，女子は17名の32名
が在籍していた。
　なお，プライバシー保護の観点から，学校名や個人
名はすべて仮名にしている。本稿のデータは，この期
間に記録されたフィールドノーツと， 8 月に山本先生
に対して行ったインタビューをもとに構成されている。

3.2．対象事例の概要
　本稿が対象とする事例について確認しておこう。事
の発端だと考えられるのは，Y 組で授業中にガムの箱
が落ちていたという「ガムのごみ」事件（2016/06/08 
FN）6）であった。その事件以降，Y組では帰りの会（以
下，暮会）で事件に関する明確な情報がわかるまで，
数日間におよび，話し合いが行われていた。
　この事件の「犯人」ではないかと疑われたのが，女
子生徒チヒロである。だが，最終的に，「ガムのごみ」
事件については，他の情報源も合わせることで，山本
先生ら教員の中ではチヒロではないという認識に至り，
生徒たちに対しても「終わった形にした」（2016/08/06 
IN）という。
　一方で，生徒らの中では暮会が長引くことで部活動に
出ることができなくなったり，チヒロが登校中にガムを
食べながら登校しているのを目撃した生徒などがいたこ
とから，チヒロが「犯人」であるとして彼女への不満が
高まっていた。このことをきっかけに，チヒロは一部の
男子生徒ら（以下，「男子」7））から厳しい口調や言動で
接されるようになっていった（2016/06/20 FN）。
　もちろん，この事例以外にも，生徒同士のトラブル
は日常的に生じていた。しかしながら，長期間に及ぶ
継続性という点や学級全体で問題化されていたか，と
いう点を考慮すると，本事例は 6 月から翌年 1 月ごろ
までを通して，学級全体でも指導がなされた「継続性」
を特徴とする事例であったが，最後まで「いじめ」と
しては指導がなされなかった事例である。そのため，
この事例を対象とすることで，なぜ教師が生徒間トラ
ブルを「いじめ」として指導しなかったのか，そこに
どのような論理や困難が生じているのかを理解するこ
とができよう。

4 ．山本先生によるトラブルへの対処
実践の論理

　本節では，山本先生がトラブルにいかに向き合い，
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対処を行っていたのかについて検討する。

4.1．山本先生の日常的な生徒理解
　はじめに，Y 組についての山本先生の認識と日常的な
生徒理解の実践について確認しておきたい。なぜならこ
のことは，以降で検討する生徒間トラブルをめぐる山本
先生の対処実践の論理を考察するうえでの「背景知」

（Holstein & Guburium 2004 訳書）となるからである。
　山本先生が生徒理解や生徒指導を行うにあたって，
生徒の背景や主張，彼らの戦略に配慮していることを，
筆者に対して繰り返し強調していた。「10（レベル）が
ヤバいとすると，うちには 9 レベルの（生徒）がたく
さんいる」（2016/05/12 FN）。山本先生がそう語るよ
うに，Y 組にはさまざまな背景を有する生徒が所属し
ていた。例を挙げるとすれば，ひとり親であるか，あ
るいは両親がどちらもいない生徒，県外から引っ越し
をし，中学校から X 中学校に通う生徒，小学校時代か
ら「問題児」と引き継ぎをされてきた生徒や，学校と
保護者の関係が良好ではない生徒などである。そのた
め，山本先生は筆者に各生徒について説明をする際に
も，それぞれどのような家庭背景にあるか，小学校で
はどのような児童だったかなど多様な面から生徒の特
徴について共有してくれた。
　このような，個々の生徒の多様な社会経済的背景へ
の配慮は，日々の実践にも常に織り込まれていた。そ
れは，山本先生自身の「今見えているものだけで判断
しないんです。自分が見えていない生徒の姿があるん
じゃないかって常に疑いながらやってますね」という
語りにも如実に表れていた。
　また，次の山本先生の語りに見られるように，生徒
から話や相談を聞く際には，生徒が置かれている状況
を踏まえたうえで，話を聞く場所やその場に誰がいる
のかなど，生徒から話を聞く際の周囲の状況に注意を
払っていた。そうして，生徒が今の自分の状況を話し
やすい雰囲気を作ることで，生徒理解に努める。

山本先生：（ユキは）あそこ（ミカ）と繋がって，
しかもアンナさんもいるでしょ。だから，あそ
この前でしゃべるのは，しゃべりにくい。だけ
ど，ユキさんとかは結構，マユコさんとか，ナ
ミさんとか，あれらとも一緒にいるから，あの
場面ではしゃべれるんですよ。（中略）今こうい
うことが起こってるっていうことが（アンナが
いる場面では）言えないから，離れてる。だか
ら，別の時にちょっと呼んであげると，こう，
こう，こうなってるっていう話をしてくれる。�
� （2016/08/06�IN）

　さらに山本先生は，上記の語りの後になされた筆者
とのやりとりにおいて，「僕にしゃべってくれるのはた
ぶん，一部だと思う」と語っていた。こうした語りか
らもうかがえるように，山本先生は，自身の生徒理解
への認識を「常に疑いながら」生徒との何気ない会話
や個別の話の中から，生徒同士の人間関係を理解しよ
うとしていたのである。
　上記で示したような配慮は，もちろん本事例の対象
でもあるチヒロに対してもなされていた。山本先生は，
筆者とのインタビューの中でチヒロについて，「だらし
ない」部分がある一方で，中学校になってから現在の
地域に県をまたいで引っ越していることから，「注目を
集めたり（中略）おっちょこちょいな私というのを演
じとる部分」があるのではないかと認識していた。

筆　者（＊）：結構なんかその，（ガムの事件は）
チヒロさんが言われてたりしたじゃないですか。
あれはもういまは大丈夫なんですか？
山本先生（Y）：チヒロさんは，うん…。例えば，
今日も遅刻してくるでしょ。
＊：今日も遅刻してきましたね（笑）。
Ｙ：だから，そういう意味で彼女は気にしないっ
ていうところもあるんだけどね。言われること
を。気にならない。だから，だらしないとか。
で，言われて今日なんかも（他の生徒から）「お
前遅刻すんなや」って言われるのを止めること
ができない，みたいなところもあるので。いや
その通り，みたいなね。で，言い過ぎたときに
は「ちょっとお前やめや」って言えるけど。そ
のきっかけを作ってしまうので。ちょっと，
うーん，ただまぁ，彼女はちょっとあるかな，
そういうとこが。そういうことで気を引いてし
まうとこがあるかもしれない。そういう自分み
たいな形で，他の友だちの気を引いているとこ
ろもあるのかなぁ，と思う。○○県から転校し
たという話はしたっけ。
＊：いえ。
Ｙ：中学生になって○○（県）から。
＊：じゃあ，小学校までは。
Ｙ：全然違う。○○県。
＊：じゃあ基本その，小学校の頃の友だちはもち
ろん，いない。
Ｙ：いない。だから，なんかこう，注目を集めた
り，気を引いたりするために，ちょっとそうい
う，おっちょこちょいな私というのを演じとる
部分っていうのがちょっと，ある。でも，地の
部分もある気がする。� （2016/08/06�IN）
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　このように，確かに山本先生にとっても，チヒロは
学校／教室内の規範から逸脱する傾向にある生徒で
あった。そのため，他の生徒からそれを咎められるこ
とに対して「言われるのを止めることができない」と，
指導の難しさを感じていた。その一方で，チヒロに対
しては，彼女が小学 6 年生のときに現在住んでいる地
域に引っ越してきた転校生であることを考慮し，彼女
の「おっちょこちょいな私を演じ」ているように見え
る行動が，他の生徒との人間関係を構築するために戦
略的に行われている可能性があるのではないかと考え
ていた。そのため，彼女の行動を一方的に否定するこ
とは，そうした彼女の戦略をむげにしてしまうことに
つながると考え，チヒロの言動に対する理解を示して
いた。
　ただし，学校／学級内の校則や規範への逸脱を全面
的に許容してしまうことは，学級全体の秩序を揺るが
しかねない。そのため，学級全体の場ではそうした

「だらしないところ」についてはチヒロに指導しつつ
も，他の生徒らに彼女に対する理解を促そうとする論
理が見受けられた。
　以上のように，山本先生は，トラブルが生じた際に，
学級内で顕在化している問題だけでなく，個々の生徒
が抱える背景や，まだ見えていない問題の可能性も考
慮に入れながら生徒指導にあたっていた。

4.2．山本先生のバウンダリー・ワーク
　山本先生は個々の生徒への配慮を行う一方で，学級経
営を行う際には，生徒同士のトラブルがいじめ等の問題
につながらないように，指導上の境界線引きをする「バ
ウンダリー・ワーク」（白松 2017，p. 211）を行ってい
た。白松（2017）は，教師のトラブル対応において重要
な点として，「①個人の解釈（主観的解釈）」と「②出来
事（実際にあったこと）」とを明確に分けて，「③社会的
事実（関わる人の認識の一致）」を探ることの 3 点を挙
げている。その上で，教師による「バウンダリー・ワー
ク」とは，どこまでが個人の解釈でどこまでが事実なの
かを「切り分け」ながら，学級内でトラブルについての

「解釈の一致（社会的事実）」を共有（構築）していくプ
ロセスであるとされている（p. 217）。
　それでは，実際に学級全体でトラブルが〈問題〉化
された場面を見ていこう。山本先生は，チヒロ自身か
ら一部の「男子」の言動について相談を受けることで
学級全体での指導を行うようになった8）。山本先生の
実践からは，一方の生徒からの相談であっても，他の
生徒のみを一方的に指導するのではなく，どちらの言
い分にも理解を示したうえで平等に指導しようとする，
山本先生の緻密な配慮が見られた。

　次の事例は，チヒロが山本先生に相談をした日の暮
会で，「男子」に対して指導が行われた場面である。山
本先生は，反論するセイヤの言い分にも「わかってる」
と理解を示しながら，チヒロの「得意」な側面や「頑
張ってる」部分に目を向けるように促す。

　暮会。山本先生からチヒロへの態度について指導
が行われた。

山本先生：最近，男子のチヒロさんへのあたりが
強すぎる。本人に聞いて，言ってほしくないと
いわれたうえで，あえていう。確かにだらしな
いところはある。だけど，それでチヒロさんを
ばかにしたり，軽蔑したり，自分より低く見る
のはおかしいじゃろ。悪いことはちゃんと悪
いって言わなきゃいかん。だけどそれによって
チヒロさんのことを否定しちゃいけない。
セイヤ：でも，今日だけでボタン外してるの 2回
注意しましたよ！
Ｙ：わかってる。だから，そういうところはだら
しない。誰にだってできないことはある。得意
不得意がある。実際に，チヒロさんは社会の再
テストで満点だった。でも，合計を書き忘れて
たから， 0点なんだけど。
ケ　ン：え，じゃあ， 0点なんですか！
Y：そう。でも，彼女も頑張ってるんだから，自
分より低く見るようなことはしない。
� （2016/0706�FN）

　しかしながら，チヒロに対する「男子」の言動が過
剰になった際には，いじめ及び犯罪行為という枠組み
を用いて指導を行うことで，「男子」に言動の重みを認
識させるとともに，その線引きを行う。

　朝会。朝読書の後に，山本先生が「最近，気に
なることが 2つある。」と言って話し始める。その
うちの 1つがチヒロに対する男子生徒らの言動に
ついてだった。例えば，シャーペンなどが落ち，
それをチヒロが拾った際に，「けがれた」などと差
別的な発言をするという問題である。今日，該当
者に一人ずつ話を聞くとのことであった（該当者
の一人であるセイヤとは朝会後に話をしていた。
他の該当者としてケイスケ，タツヤがあげられ
る）。（中略）以上は，それぞれ該当者の話を聞い
たうえで，それでもやめないのであれば「いじめ」
及び「犯罪行為」に認定すると生徒に伝えられた。
� （2016/09/26�FN）
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　このことは，山本先生が単に生徒の動きや解釈に
よって対処を変容させているということを意味してい
るだけではない。そうではなく，そうした実践の中で
いつ，どの程度まで介入を行うのか，あるいはどこま
での言動を学級内で許容する／しないのか，という指
導の境界線を日々の生徒との相互作用による経験や，
教師としてのこれまでの経験から緻密に線引きしてい
るという点にある。その中で山本先生も，自身のトラ
ブルに対する解釈枠組みを変更しながらトラブルに向
き合い，いじめに発展しないように「バウンダリー・
ワーク」を行っていた。
　北澤（2015）は，何を〈いじめ〉と判断するかが難
しい現状において，教師がいじめの「発見者」から

「定義者」となることが 1 つの可能性となると指摘して
いる。彼によれば，教師の役割は「『いじめ』を適切に
発見できるかどうかではなく，どのような『事実』を
立ち上げて『物語』を制作し，どのようにしてその物
語を当事者たちに受け入れてもらえるようにするか」

（p. 206）という点にあるという。そしてそれは，「事
実」の発見作業ではなく，事実の確定作業であると指
摘している。この指摘に鑑みれば，山本先生の「バウ
ンダリー・ワーク」は〈いじめ〉物語を生徒らにも共
有・認識させる実践の可能性としても捉えられるだろ
う。

5 ．山本先生と「男子」の「認識の
一致」？

　それでは，こうした山本先生の実践を「男子」はい
かに解釈し，自分たちの言動を意味づけていたのだろ
うか。本節では，「男子」側のトラブルをめぐる解釈を
検討していく。
　山本先生による学級全体での指導場面における「男
子」とのやりとりに着目すると，彼らは自身の言動を

〈注意〉の枠組みで解釈しながらも，山本先生の解釈枠
組みを共有していることがうかがえた。次の事例は，
前節 4.2. で示した〈いじめ〉あるいは〈差別〉枠組み
での指導に関する事例に続く場面である。この事例に
おいてセイヤは，山本先生の指導に対して「チヒロに
も悪い側面がある」と，あくまでチヒロへの〈注意〉
であることを強調しながら反論を行い，他の「男子」
タツヤやケイスケもセイヤの主張に便乗している。し
かし一方で，セイヤは自身の差別的な発言についても
自覚をしていた。彼は，山本先生から自身が差別的な
発言の類をしていないのかを問われた際に，「それはし
ているかもしれないです」と応答していた。

　セイヤは男子が悪いとされていることに対して
反論するため，数学の時間を例にあげ，話し始め
た。彼曰く，数学の時間にチヒロが「後ろでご
ちゃごちゃしている」のに対して注意をすると，
すぐに「うっさい，関係ないじゃろ」と返される
のはどういう扱いになるのかと聞く。この質問の
真意は「チヒロにも悪い側面がありますよね」と
いうことを伝えるためのものであった。タツヤ・
ケイスケも同様にセイヤの主張に便乗していた。
山本先生はセイヤに対し，そうした注意の中で差
別的な発言の類をしていないのかを問い，セイヤ
は「それはしているかもしれないです」という。
そのため，先生はまずはそこから考えるように言
い，注意の仕方についても言い方を考えるように
指導した。チヒロに対しても，自分がもし本当に
していて注意されているのであれば，そこは直さ
なければならないと注意する。�（2016/09/26�FN）

　上記の山本先生と〈男子〉のやりとりからは，〈差別〉
的な発言と〈注意〉を切り分けようとする山本先生の
意図を男子生徒らも共有し，両者の間で「認識が一致」
していることが示される。つまり，この時点において，
山本先生のバウンダリー・ワークは，「男子」にとって
も正当性を帯びた生徒指導実践であると理解されてい
たといえよう。
　しかしながら，その 3 日後の暮会における 1 日の振
り返りにおいても，数学の授業におけるセイヤのチヒ
ロに対する言動の厳しさが問題となる（2016/09/29 
FN）など，チヒロに対する〈注意〉は筆者が観察した
限りで少なくとも12月まで継続していた（2016/12/07 
FN）。そして，その都度山本先生は「男子」の〈注意〉
が行き過ぎないように指導を行っていた。
　一度，ここまでの分析を整理しておこう。前節 4．
では，山本先生が生徒の背景や戦略を考慮しながら，
生徒間トラブルがいじめへと発展しないように指導の
線引きを行っていることを確認した。一方，「男子」側
の解釈実践に着目すると，彼らは山本先生の実践に理
解を示しながらも，その後も継続的に〈注意〉と称し
たチヒロへの攻撃的な言動を行っていた。
　さて，ここで確認しておきたいのは，たとえ「男子」
が〈注意〉の枠組みで自身の言動を意味づけていたと
しても，山本先生が彼らの言動を「いじめ」として対
処することも可能であったはずである。「いじめ防対
法」やその「ガイドライン」にのっとれば，本稿で示
した事例も「いじめ」として対処すべき事例として捉
えられるかもれしれない。
　しかしながら，山本先生があえて「いじめ」として
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指導しなかった点に，流動的な学級を生きる教師の実
践の論理が浮かび上がってくると考えられる。そこで，
次節では，教師及び生徒が主張する学級内での複数の
正当性に着目することで，生徒間トラブルを「いじめ」
として指導することの困難性について考察を行いたい。

6 ．学級における複数の正当性をめぐ
る攻防

　それでは，なぜ「男子」は， 9 月の指導後も継続的
にチヒロに対する攻撃的な言動を行っていたのだろう
か。このことを紐解く資源として，まずは「男子」の

「納得のいかなさ」に着目したい。次に示す事例は，学
級全体での指導後の休み時間中における筆者とのやり
とり場面である。

ケイスケ：チヒロだるくないですか？
筆　者：山本先生が言ってたことは不服？
セイヤ：いや，わかるんすけど，納得いかないで
す。あいつまじよくやらかすから。先生（筆者）
もわかりますよね。� （2016/09/26�FN）

　上記のやりとりにおいて，セイヤは山本先生の指導
に「わかる」と理解を示しつつも，「納得いかないで
す」と語る。さらに，筆者に対する「先生もわかりま
すよね」と同意を促す語りには，週に 1 ～ 2 回程度訪
れる筆者であっても理解可能なほど，チヒロが日常的
に教室内の規範から逸脱するような言動を繰り返し
行っていることを示している。次の事例にも見られる
ように，それは「男子」だけでなく，他の生徒も日常
的に経験していることであった。

　休み時間。チヒロがユキエの机の上にある教科
書にあたってしまい，落としてしまう。シュンは
それを見て，「またやっとるわ，カスいな」とい
う。それに対して，ショウゴやケイスケが「シュ
ン，いじめちゃんなや」とからかうように言う。
それに対し，シュンは「いじめてないわい。お前
らもいっとるやろ」と返す。その後，ユキエが席
に戻ってくると，シュンが「お前の教科書チヒロ
に落とされてたよ」と教えてあげていた。ユキエ
は「あー，また？」と返す。チヒロが他の生徒の
私物を落としてしまうことがよくあるのだろう。 　
  （2016/12/07�FN）

　ここで，前節 5. までの山本先生と「男子」のやりと
りを再度注意深く読み直すと，一見，トラブルをめぐ

る両者の解釈が一致しているように見えるが，実は双
方が取り上げる言動が食い違っていることが指摘でき
る。
　具体的には，「今日だけでボタン外してるの 2 回も注
意しましたよ」（前節 4.2.）「チヒロにも悪い側面があ
りますよね」（前節 5.）といった語りに見られるよう
に，「男子」は一貫して，教室内の規範に逸脱するチヒ
ロの言動を告発しようとしていることがわかる。それ
に対し，山本先生は，「チヒロへの男子のあたり」（前
節 4.2.）や「注意の中で差別的な発言をしていないか」

（前節 5.）など，「いじめや差別に発展しかねない『男
子』の言動」を取り上げている。つまり，チヒロの逸
脱を告発したい「男子」と「いじめ」的な言動を許さ
ない山本先生の取り上げる言動や文脈の間に齟齬が生
じているのである。
　だが，ここで指摘しておきたいのは，双方の主張は，
どちらも一定の正当性を帯びたものだ，ということで
ある。いじめに発展しないように「男子」の言動を指
導する山本先生と，教室内の規範から逸脱するチヒロ
を咎める「男子」の間には，日々の生活空間である学
級という場の秩序を維持しようとする点において両者
の方向性は軌を一にしている。そうであるからこそ，
山本先生は「男子」の反論に対して「わかってる」（前
節 4.2.）と理解を示し，チヒロが「男子」から「言わ
れるのを止めることができない」（前節 4.1.）と難しさ
を語り，「男子」も山本先生の指導の言い分を「わかる
んすけど」「納得いかない」のである。
　上記を踏まえると，チヒロへの〈注意〉をめぐる一
連のプロセスにおいて生じている解釈のせめぎあいは，
学級内で生じる複数の正当性をめぐる攻防として再構
成できるだろう。つまり，学級という場において，教
師側には学級の秩序を維持するうえでの指導の論理や
正当性があり，生徒側には同じメンバーで毎日を過ご
す空間であるからこそ，彼らなりの規範や正当性があ
ることが指摘できる9）。そうした複数の正当性をめぐ
る攻防が展開されることによって，トラブルをめぐる
双方の「解釈の一致」は生じていても，双方が取り上
げる言動や文脈の歯車は噛み合わないまま，「男子」に
よるチヒロへの〈注意〉が継続していたのだと理解で
きよう。

7 ．まとめと考察

　本稿ではこれまで，生徒間トラブルを教師と生徒の
解釈がせめぎ合う場として捉え，双方がトラブルをい
かなる解釈枠組みのもとで意味づけ，それによって教
師の指導上の困難がいかにして生じているのかを分析
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してきた。最後に，本稿の分析結果を整理し，本稿の
知見が有する示唆について検討したい。
　本稿が分析対象とした，チヒロに対する「男子」か
らの厳しい攻撃的な言動に対して，山本先生は，生徒
の背景や戦略を考慮しながら，〈いじめ〉や〈差別〉の
枠組みを用いながら，トラブルがいじめに発展しない
ようにバウンダリー・ワークを行っていた（ 4 節）。一
方，「男子」の解釈実践に着目すると，山本先生の指導
に理解を示しつつも，継続的にチヒロへの〈注意〉を
行っていた（ 5 節）。こうしたプロセスの背景には，山
本先生と「男子」が取り上げようとする言動や文脈に
齟齬があり，双方が正当性を帯びた主張を繰り広げる
ことで，解釈がせめぎあっていることが示された（ 6
節）。
　これらの知見から示される本稿の意義は，次の 2 点
に整理される。
　第 1 に，学校現場のローカルな視点から，生徒間ト
ラブルをめぐる教師の生徒指導実践を描き出した点で
ある。越川（2017）でも指摘されているように，これ
まで生徒間トラブルをめぐる教師の対応については，
十分に描かれてこなかった。だが，本稿では，山本先
生が目の前で生じているトラブルだけでなく，個々の
生徒の背景や戦略，他の生徒との人間関係に配慮しな
がらまだ生じていない問題の可能性にも思考をめぐら
せながら，日々の生徒指導にあたっていた，という学
校現場における教師のリアリティの一端を 1 年間の
フィールドワークによって詳細に描き出すことができ
た。このように，学級の秩序維持と同時に個々の生徒
の背景や戦略に配慮しながら，山本先生が経験してい
るローカルな眼でみたときに，トラブルを早急に「い
じめ」として指導することが，必ずしも教師（あるい
は生徒）にとって有効な手立てとは限らないことが示
唆されよう。このことは，学校現場のローカルな視点
から，教師による生徒間トラブルへの対応のプロセス
に着目することで明らかとなった点であり，今後も本
稿のような作業を積み重ねていく必要性が指摘できる
だろう。
　さらに，上記の教師の教育実践に加え，生徒による
教師の指導の受容のされ方や彼らによるトラブルの意
味づけを対置して描いたことで，次のことが示唆され
る。それは，学級内には，教師や生徒それぞれの立場
によって複数の正当性があり，生徒間トラブルをめぐ
る生徒指導場面においては，そうした正当性が対立す
ることによって，教師―生徒間の解釈に齟齬やせめぎ
あいが生じる，という可能性である。これが，本稿の
知見が有する第 2 の意義である。
　先述したように，北澤（2015）は教師がいじめの

「発見者」から「定義者」へとその役割を転換すること
に 1 つの可能性を見出している。この指摘は非常に重
要なものである。しかしながら，本稿の事例は，教師
がトラブルをめぐる「事実」を確定する作業を行い，
それがたとえ生徒らにとって理解可能な物語であった
としても，必ずしもそれが学級内で支配的な「納得の
いく」物語として彼／女らに認識されるとは限らない
ことを示唆しているのである。このことは教師による
生徒同士のトラブル状況の「正確」な認知や，早急な
予防・対応を求める近年の「いじめ防対法」や「ガイ
ドライン」に対しても同様に指摘できる。つまり，教
師が生徒間トラブルを「正確」に認知し，それを〈い
じめ〉として指導すればこと足れり，とはならないの
である。
　それゆえ重要なのは，ある生徒間トラブルを「いじ
め」として指導するかどうか，ということ以上に，具
体的にそのトラブルのどのような状態が〈問題〉であ
るのか，どのような行動が〈問題〉であるのかという
認識を一致させることにあるのではないだろうか。「い
じめ」と早期に対処することを強調することは，そう
したトラブル解決の可能性を排除し，その後も学級生
活をともにする教師と生徒（及び生徒同士）の「認識
の不一致」をより拡大させてしまうことにもつながり
かねないのである。
　本稿に残された課題は，学級内のトラブル解決に向
けて，教師はいかなる実践が可能なのか，ということ
にある10）。この問いは，本稿の考察の範囲を超えてし
まうため，今後の課題とし，稿を改めて論じたい。

【注】

1 ）先行研究の整理にあたり，白松ら（2014）のレ
ビューを参考にしている。いじめの理論的研究や実
証的研究の詳細な動向については，白松らを参照さ
れたい。

2 ）鈴木（2012）や知念（2017）などでは，生徒らが
自他を様々な解釈枠組みで解釈することで独自の規
範を形成していることが指摘されている。こうした
規範が「いじめ」には至らずとも，生徒の学級内で
の「生きづらさ」やトラブルの要因になっている可
能性がうかがえる。

3 ）白松（2011）は，「学級における人間関係上のトラ
ブル」は，学級のメンバーに共有化されるコミュニ
ケーション過程を通じてはじめて「学級で解決すべ
き問題」と集団内で認識されると指摘している。つ
まり，トラブルの〈問題〉化とは，教師がまだ学級
全体で解決すべき問題として共有されていないトラ
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ブルを，学級全体で解決すべき〈問題である〉と共
有するための実践の過程であるといえる。

4 ）北澤（1997）は，ある「いじめ」事件をめぐる
「認識の一致」と「認識の不一致」に着目すること
で，森田・清永（1986＝1994）で提唱された「いじ
め集団の四層構造」論が「認識の一致」を前提とし
ていることを批判し，「認識の不一致」も含めた理論
構築の必要性を述べている。白松（2007；2011；
2017）は，そうした問題提起を踏まえ，「話し合い活
動」を通じた「トラブル」の問題化と解決の理論構
築について議論を展開している。

5 ）本稿で使用するデータは，基本的にこの期間内に
記録したフィールドノーツと山本先生へのインタ
ビューによって得られたものである。なお，データ
は個人の特定を避けるため，内容が変わらないよう
に配慮し，わかりにくい表現や言い回しなどについ
ては，筆者によって修正・加工が施されている。

6 ）本稿でのフィールドノーツによるデータは（年/月/ 
日 FN），インタビューによるデータは（年/月/日 
IN）と示す。またカッコ内は筆者による補足である。

7 ）このトラブルの過程では，場面に応じてチヒロに
対して厳しい口調をとる生徒は異なっていた。チヒ
ロや他の生徒などから比較的多く名前が挙げられて
いたのは，セイヤ，タツヤ，ケイスケであった。し
かしながら，彼らの言動に乗じて，一部の男子生徒
らもチヒロに対する厳しい言動を行っていた。山本
先生も，指導を行う際には「男子」という言葉を用
い，特定の人物を名指しすることはなかった。その
ため，本稿では便宜的に「男子」と示すこととする。

8 ）そもそも，学級内で〈問題〉化される以前に，当
時チヒロと行動をともにしていた女子生徒らからは，
チヒロに対する男子生徒らの言動が「いじめ」なの
ではないか，と認識されていた。しかしながら，そ
の時点では，チヒロ自身が男子生徒からの言動を

〈いじめ〉として捉えておらず，上記の会話が筆者を
含めた仲間うちのみで語られたのみに収束したため，
学級全体でも対処すべき〈問題〉として位置づけら
れていなかった。次の事例はその一例である。

� 休憩時間。窓際にいると，キホが「先生，ケンカ
したときにどうやって謝ったらどっちも気持ちよ
く終われますか？」と聞かれる。

� 筆　者：そんなに誰かとケンカしてるの？
� キ　ホ：私じゃなくて，チヒロちゃんがタツヤと。
チヒロ：ケンカというかあっちから一方的に言わ
れてるんですよ。

� サ　エ：いじめみたいな感じ。
� キ　ホ：あれはいじめだよねー。
� チヒロ：え，いじめではないよ。
サ　エ：完全にいじめでしょ！女子は良いけど，
男子が。タツヤとかケントとか。

� （2016/07/04�FN）

9 ）ここで，「生徒」側の正当性と記述しているが，
「男子」がそのように主張する一方で，チヒロととも
に行動をしていたサエやキホらは，注 8 で示したよ
うに彼らの言動を〈いじめ〉として語っている。こ
のように「生徒」内にも複数の正当性があり，一枚岩
的には捉えられないことには注意を払う必要がある。

10）この点について，次の白松（2007）の指摘は重要
である。白松は，学級内のトラブルの解決には，ト
ラブルが学級内でどれほど高度に共有化されている
か，そして解決に向けた行動がどれほどなされてい
るかの 2 点が鍵となることを指摘している。そのう
えで教師による朝の会や帰りの会における働きかけ
や平素の教育活動が，学級における〈問題〉を共有
する可能性を有している。これらの指摘には，教師
が学級内で〈問題〉を共有するエージェント（行為
主体者）となる可能性がうかがえる。ただし，ここ
で注意しておかなければならないのが，本稿の知見
で示したように，生徒間の人間関係上のトラブルは，
生徒同士で〈問題〉として語られはじめ，生徒がそ
のエージェントになる可能性が往々にしてあるとい
うことである。その場合，教師が認知した時点では，
既にトラブルが進行し，教師には対処困難となって
しまう。その意味では，学級内で教師がいかに〈問
題〉化できるのか，という問いに加え，学級内でど
のような生徒がトラブルを〈問題〉化できるのか，
そうした土壌をつくることはいかに可能なのか，と
いう問いについても模索していく必要があるだろう。
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